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申告と納入の手続き
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○申告と納入の手続き

• 特別徴収義務者は、原則、毎月末日までに前月に徴収すべき宿泊税について、宿泊施設ごとに申告と納入の
手続きが必要です

• 申告すべき宿泊税額が０円の場合であっても、申告手続き（ゼロ申告）を行ってください

申告の手続き 納入の手続き

１．提出書類 宿泊税納入申告書（様式第２号）
２．添付書類 課税対象及び課税対象外の宿泊数が宿泊年月日ごとに

記入された書類（宿泊税月計表）
３．提出期限 毎月末日
４．提出方法 ・白馬村宿泊税電子申告サービス（Grafferスマート申請）

・地方税ポータルシステム（eLTAX）
・税務課に郵送
・税務課の窓口に持参

７月31日までに、
６月に徴収すべき宿泊税を、
月計表を添付した宿泊税納入申告書により申告

１．納入期限 毎月末日
２．納入方法 ・地方税ポータルシステム（eLTAX）

・宿泊税納入通知書により金融機関等で納入
３．宿泊税納入通知書により窓口納付ができる金融機関等

・大北農業協同組合 白馬支所
・八十二長野銀行 白馬支店
・松本信用金庫 白馬支店
・白馬村役場会計室

７月31日までに、
申告した宿泊税額を、
金融機関等で宿泊税納入通知書により納入
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○申告と納入の方法の整理

• Grafferスマート申請は、宿泊税の申告手続きのみ、納入手続きは宿泊税納入通知書により金融機関等で納入
• 電子納税を希望する場合は、eLTAXによる電子申告を利用
• eLTAXを利用した宿泊税に関する各種手続きは、令和８年11月24日（火）から利用可能

eLTAX
（電子）

Grafferスマート申請
（電子）

宿泊税納入通知書
（書類）

納 入

申 告

××○宿泊税納入申告書
（書類）

××○Grafferスマート申請
（電子）

○
令和８年11月24日～

×○
令和８年11月24日～

eLTAX
（電子）

３



○宿泊税納入申告書（様式第２号）

プレプリント様式 説 明

○ プレプリント様式の送付
特別徴収義務者として登録された宿泊事業者には、あらかじめ一定事項（特別
徴収義務者、施設）を印字した様式を１年度分送付

○ 記載要領
「年月日」欄
・納入申告書の提出年月日を記載
「特別徴収義務者」欄
・印字済
「施設」欄
・印字済
「年月分」「宿泊数」「税額」欄
・「年月分」欄には、申告の前提となる宿泊行為があった年月を記載
左の例は、申告期限が令和８年７月末日の令和８年６月の宿泊分を申告
・「宿泊数」欄には、宿泊料金の区分ごとの宿泊数及び課税対象外の宿泊数
（Ｂ）を記載
・「税額」欄には、宿泊料金の区分ごとの宿泊数に該当税率を乗じた額を記載

・この欄は、申告納入期限の特例の適用を受けている場合に使用
・特例の適用を受けていない場合は、 のみを使用、申告書１枚につき１月分
の申告とすること

４
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○宿泊税月計表

プレプリント様式 説 明

○ プレプリント様式の送付
特別徴収義務者として登録された宿泊事業者には、あらかじめ一定事項（課税
番号、施設の名称又は届出番号）を印字した様式を１年度分送付

○ 記載要領
「年月分」欄
・申告の前提となる宿泊行為があった年月を記載
「課税番号」欄
・印字済
「施設の名称又は届出番号」欄
・印字済
「Ａ 課税対象宿泊数」「Ｂ 課税対象外宿泊数」欄
・「Ａ 課税対象宿泊数」欄には、対象年月における課税対象の宿泊について、
日ごと・宿泊料金の区分ごとに宿泊数を記載
・「Ｂ 課税対象外宿泊数」欄には、課税対象外の宿泊の内訳として、a １人
１泊6,000円未満、b 課税免除（うち外国大使等）を日ごとに記載

注意
・合算申告納入の場合も、宿泊税月計表は宿泊施設ごとに作成すること
・申告納入期限の特例の適用を受けている場合は、宿泊税月計表は１月ごと
に作成すること

５
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○宿泊税納入申告書（様式第２号）と宿泊税月計表の関係

宿泊税納入申告書（様式第２号）と宿泊税月計表の関係

宿泊税納入申告書（様式第２号） 宿泊税月計表

○申告書の「ア 宿泊数」に記載する宿泊料金の区分ごとの宿泊数が、宿泊税月計表の「Ａ 課税対象宿泊数」の「計」と合致していることを必ず確認してく
ださい
○申告書の「イ 課税対象外」に記載する課税対象外の宿泊数が、宿泊税月計表の「Ｂ 課税対象外宿泊数」の「計」と合致していることを必ず確認してく
ださい

６
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○宿泊税納入通知書

プレプリント様式 説 明

○ プレプリント様式の送付
特別徴収義務者として
登録された宿泊事業者に
は、あらかじめ一定事項
を印字した様式を１年度
分送付

○ 記載要領
施設の名称

・施設の名称を印字済
（文字数制限あり）

「納付額」欄
・納入する税額を記載
（１月につき３か所）

注意
・複数施設を経営してい
る場合は、 施設の名称
を確認すること
・納付額は、宿泊税納入
申告書（様式第２号）
の税額（納入すべき金
額）と合致していることを
確認すること

１
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電子申告
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○はじめに

• 宿泊税の電子申告は、地方税ポータルシステム（eLTAX）又は白馬村宿泊税電子申告サービス（Grafferスマート申請）のいずれかの方法
• eLTAXを利用した宿泊税に関する各種手続きは令和８年11月24日から
• そのため、それまでの電子申告の方法はGrafferスマート申請のみ

電子申告サービス開始日 eLTAXサービス開始日までの対応

eLTAX（エルタックス）Grafferスマート申請年月
× サービス利用不可○ サービス利用可

（申告手続きのみ）令和８年６月

↓↓７月

↓↓８月

↓↓９月

↓↓10月

○ サービス利用可
（申告・納税手続き）

↓11月

↓↓12月

↓↓令和９年１月

納入申告申告年月
納入書により金融機関等で納入Grafferスマート申請令和８年７月

↓↓８月

↓↓９月

↓↓10月

eLTAX又は納入書により金融機
関等で納入eLTAX11月

↓↓12月

↓↓令和９年１月

↓↓２月

９



白馬村宿泊税電子申告サービス
（Grafferスマート申請）

本日の説明会では、白馬村宿泊税電子申告サービス（Grafferスマート
申請）について説明させていただきます
地方税ポータルシステム（eLTAX）に関する説明会は、サービス開始前
（令和８年10月又は11月）の開催を予定しています
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○電子申告の流れ

手順１ ログイン用アカウントを作成する（初回のみ） 手順２ ログインして申告手続きを行う

• ログイン用アカウント（Grafferアカウン
ト）を作成します

• Google又はLINEアカウントでもログイ
ンすることができますので、いずれかのア
カウントをお持ちの場合は、新たに
Grafferアカウントを作成する必要はあ
りません（この手順を省略することが
できます）

• 手順１で作成したアカウ
ント（又はお持ちの
Google又はLINEアカウン
ト）で白馬村宿泊税電
子申告サービスにログイン
して、宿泊税の申告手続
きを行います

ログイン
▼

申告情報の入力
▼

申告情報の送信
▼

申告の完了（完了メール
の受信）

11



○手順１ ログイン用アカウントの作成

白馬村宿泊税電子申告サービス（Grafferスマート申請）にアクセス 新規アカウントの登録

①「新規登録またはログインして
申請」をクリック

「アカウント登録せずにメールで申
請」は申請履歴が残らないため、
使用しない

②「新規アカウント登録」をクリッ
ク

③アカウントの作成に必要な情
報を入力

・姓
・名
・メールアドレス
・パスワード

④入力が完了したら、「Graffer
アカウントに登録」をクリック

12

https://ttzk.graffer.jp/vlg-
hakuba/smart-apply/apply-
procedure-
alias/accommodation-tax



○手順１ ログイン用アカウントの作成

アカウントの仮登録～本登録 Grafferアカウントの本登録完了

⑤アカウントの仮登録完了画面
が表示

件名「【Grafferアカウント】仮登
録完了のお知らせ」というメール
を受信

⑥メール本文中のURLをクリック、
本登録を完了

13

⑤アカウントの本登録完了画面
が表示

件名「【Grafferアカウント】登録
完了のお知らせ」というメールを
受信

白馬村宿泊税電子申告サービス
（Grafferスマート申請）を利用する場合
は、このリンクからではなく、白馬村行政
ホームページからのアクセスが近道です



○手順２ ログインして申告手続きを行う

白馬村宿泊税電子申告サービス（Grafferスマート申請）にアクセス メールアドレスでログイン

「新規登録またはログインして申
請」をクリック

「メールアドレスでログイン」をク
リック

手順１で登録したメールアドレス
とパスワードを入力

入力が完了したら、「ログイン」を
クリック
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○手順２ ログインして申告手続きを行う

利用規約を確認 申請者の種別を入力

利用規約を確認、「利用規約
に同意する」にチェックを入れた
上で、「申請に進む」をクリック

○ 特別徴収義務者が個人の場合
申請者の種別で個人を選択、必要事項を入
力（メールアドレスは自動入力）

○ 特別徴収義務者が法人の場合
申請者の種別で法人を選択、必要事項を入
力（メールアドレスは自動入力）

必要事項の入力が完了したら、
「一時保存して、次へ進む」をク
リック
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○手順２ ログインして申告手続きを行う

宿泊施設の種別を入力 課税番号

○ 経営している施設が旅館業の場合
宿泊施設の種別で旅館業を選択、必要事
項を入力

○ 経営している施設が住宅宿泊事業（民泊）
宿泊施設の種別で住宅宿泊事業（民泊）
を選択、必要事項を入力

必要事項の入力が完了したら、
「一時保存して、次へ進む」をク
リック

「課税番号」欄
には、証票の右
下に記載の施設
番号（全10
桁）を入力

16

宿泊税特別徴収義務者証票（様式第７号）



○手順２ ログインして申告手続きを行う

申告情報を入力｜申告年月（宿泊年月） 申告情報を入力｜宿泊数

○ 申告年月（宿泊年月）を選択
○年○月宿泊分と表示されていますので、申告の対象となる宿泊年月を選択
「期別」は、「申告年月（宿泊年月）」に応じて自動表示

期別申告年月（宿泊年月）

006令和８年（2026年）６月分

007令和８年（2026年）７月分

008令和８年（2026年）８月分

009令和８年（2026年）９月分

010令和８年（2026年）10月分

011令和８年（2026年）11月分

012令和８年（2026年）12月分

101令和９年（2027年）１月分

102令和９年（2027年）２月分

○ 宿泊数を入力
該当する税額区分の「宿泊数」に対象とな
る宿泊年月における課税対象の宿泊数を
入力
「税額」は、入力された宿泊数から自動で
計算

（重要）
対象となる宿泊がなかった区分には「０」を
入力
ゼロ申告の場合は、すべての区分に「０」を
入力
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○手順２ ログインして申告手続きを行う

申告情報を入力｜課税対象外の宿泊数、月計表等 申告情報を入力｜複数施設の合算申告

○ 添付可能なファイルの形式
Microsoft Word ファイル（docx）
Microsoft Excel ファイル（xlsx）
PDF ファイル（pdf）
画像ファイル（png,jpg,jpeg,gif,heif,heic）
圧縮ファイル（zip）

○ 課税対象外宿泊数を入力
以下の課税対象外宿泊数の合計を入力
・１人１泊6,000円未満
・課税免除（学校の教育活動等）
・課税免除（外国大使等）

（重要）
課税対象外の宿泊数がなかった場合は
「０」を入力
ゼロ申告の場合も「０」を入力

「ファイルを選択」をクリック、宿泊税
月計表等を添付

○ 合算申告である
複数施設の合算申告である場合は、「合
算申告である」を選択した上で、宿泊施設
ごとの宿泊税月計表を添付

○ 合算申告でない
合算申告でない場合は、「合算申告ではな
い」を選択

（注意）
複数施設の宿泊施設を合算して申告及び
納入する場合は、村に申請、承認を受ける
必要あり

18

「ファイルを選択」をクリック、宿泊施
設ごとの宿泊税月計表を添付

必要事項の入力が完了したら、「一
時保存して、次へ進む」をクリック



○手順２ ログインして申告手続きを行う

申告内容を確認、申請

申請内容を確認、間違いがなければ、
「この内容で申請する」をクリック

申請内容を修正する場合は、「編
集」をクリック、該当箇所を修正

上記の画面が表示されたら、申請は完了

19

（注意）
申請後に申請内容の修正はできませんので、
申請する前に内容を確認してください



○お知らせメールの確認

申請受付のお知らせ 処理完了のお知らせ

• 申請が完了（税務課に申請データが到達）すると、「白馬村 令和８
年度 宿泊税納入申告 申請受け付けのお知らせ」というメールが届き
ます

• 申請一覧の対応ステータスは「受付済」で、税務課職員が対応ステータス
を「処理中」に切り替えて、申請内容を確認します

• 税務課職員が申請内容を確認し、受付処理が完了すると、「白馬村
令和８年度 宿泊税納入申告 処理完了のお知らせ」というメールが
届きます

• 申請一覧の対応ステータスは「完了」となります

20



○申請情報の複写機能

申請履歴から情報を複写し、新たに申請することができる機能

• ログインした後に表示される画面の右上にあるア
カウント名をクリック

• メニューが表示されるので、「申請一覧」をクリッ
ク

• 申請一覧が表示されるので、複写する申請の
「詳細を確認する」をクリック

• 複写したい申請内容が表示されるので、「この申
請をもとに新規申請」をクリック

• 次の画面で「利用規約に同意する」にチェックを
入れた上で、「申請に進む」をクリックすると、情
報が複写、これをもとに新規申請を作成

21



申告納入期限の特例

22



○申告納入期限の特例

申告納入期限の特例 令和８年度における特例

手引き P.39 手引き P.42

• 一定の要件を満たす場合は、申告納入期限の特例を受けるこ
とで、３か月分まとめての申告納入が可能

• 特例の適用を受けた場合、申告の回数は３月、６月、９月、
12月の末日の年４回

○ 特例の適用要件
① 指定期間における納入すべき宿泊税の金額が少額であること
② 施設の経営開始・登録申請を指定期日までに行っていること
③ 各種加算金の決定を受けていないこと
④ 村税に係る徴収金の滞納がないことなど

○ 申請
提出書類：宿泊税の納入申告書の提出期限及び納入期限に

係る特例の適用者指定申請書（様式第３号）
提出期限：適用を開始しようとする月の前々月末日

適用要件③適用要件②適用要件①
令和８年６月１日以
後に宿泊税に係る過少
申告加算金等の決定
を受けていないことその
他申告が適正に行わ
れていると認められるこ
と

令和７年10月１日前
に当該宿泊施設の経
営を開始し、かつ、令
和８年６月８日まで
に特別徴収義務者の
登録申請を行っている
こと

令和８年６月から同
年８月までの宿泊に係
る当該宿泊施設におけ
る宿泊税の納入すべき
金額の合計額が60万
円以下であること

• 令和９年１月申告納入分から特例の適用を受けることが可能（令和
９年１月～３月申告納入分について令和９年３月末日までにまとめて
申告納入可能）

• 令和８年７月～12月申告納入分は、毎月の申告納入が必要
• 特例の適用を希望する場合は、令和８年10月～11月末日までに申請が

必要
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複数施設の合算申告納入
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• 同一事業者が村内の複数施設を経営する場合、申請し、承認を受けることで、宿泊税を合算して申告及び納入
することが可能

１．申請
提出書類：宿泊税合算申告納入承認申請書（様式第２号の２）
提出期限：開始希望日の前月の末日
注意事項：・登録しているすべての施設を対象にする必要があること（一部除外や分割は不可）

・申告納入期限の特例の適用を受けている施設と、受けていない施設を合算する場合、特例の適
用を受けることができなくなること

○複数施設の合算申告納入

手引き P.45

申告書は合算作成可能 月計表は施設ごとに作成 納入は合算納入可能
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特別徴収義務者報償金と
特別徴収事務補助金
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○特別徴収義務者報償金と特別徴収事務補助金

特別徴収事務補助金特別徴収義務者報償金
宿泊税の制度や活用事業、白馬村の観光施
策について宿泊者への説明を含めた対応を考
慮し、特別徴収事務に要する経費の一部を補
助すること

特別徴収制度の円滑な運営を図り、納期内納入を促進するととも
に、宿泊税収入を確保すること

○ 目的

算定基礎×交付率○ 算定方法
前年６月から５月までの宿泊に係る納期内納入額（前年７月申告分から６月申告分までの納期内納入額）○ 算定基礎

2.5％

3.0％
①算定期間におけるすべての申告及び納入を納期内に

行った場合
○ 交付率
制度開始５年間
（令和８年６月１日～
令和13年５月31日） 3.5％

② 上記を満たし、かつ、算定期間におけるすべての申告
を電子申告（Graffer又はeLTAX）により行った場合

2.0％③算定期間において納期限後の納入があった場合

算定額が500円以上の宿泊施設○ 交付対象
年１回・９月末（初回の交付は令和９年９月末）○ 交付回数・時期
・７月末日時点で宿泊税に係る徴収金に未納がある場合
・交付目的に照らして交付が不適当であると認められる場合

○ 交付できない場合

白馬村役場において交付額を算定、宿泊税特別徴収義務者登録申請書に記載の報償金等受取口座へ振込み
（申請等の手続きは不要）

○ 交付方法

手引き P.51
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宿泊施設の経営を休止・再開す
るとき
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• 冬期間のみの営業など、宿泊施設の営業を１か月以上休止する場合は、事前に届出を行ってください

１．届出
提出書類：宿泊施設経営休止（再開、廃止）届出書（様式第９号）
添付書類：旅館業法に基づく停止届出書、「営業休止のお知らせ」など宿泊施設の経営休止を確認できる書類
届出時期：経営を休止又は再開しようとするとき
注意事項：・あらかじめ休止期間を届け出た場合（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで）は、経営再開の届

出は不要
・休止期間を定めず営業を休止した場合（令和○年○月○日から令和 年 月 日まで）、営業を再開し

ようとするときは経営再開の届出が必要
・休止の日までに徴収すべき宿泊税は、休止の日から１月以内に申告納入が必要

○ 特別徴収義務者報償金等への影響
・申告手続きは、申告すべき宿泊税額が０円の場合も必要（ゼロ申告）
・報償金等は、一定期間の納期内納入分を基準に算定、算定期間におけるすべての申告及び納入を納期内に行った場合に

交付
・そのため、ゼロ申告がなされてない、又は期限を過ぎてからの申告の場合は、報償金等の交付に影響
・冬期間のみの営業などは、①あらかじめ休止期間を届け出ておく（毎年）、②ゼロ申告であっても期限内に申告する（毎

月）、のいずれかを選択することを推奨

○宿泊施設の経営を休止・再開するとき

手引き P.26
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